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愛媛県 

令和８年３月 

業務改革（ＢＰＲ）推進業務委託仕様書 

 

１ 業務委託の名称 

業務改革（ＢＰＲ）推進業務委託 

 

２ 業務の目的 

ＤＸを推進するには、前例にとらわれることなく、従来の事業や制度を抜本的に

見直すことが不可欠である。そのため、県民のニーズや行政サービスの利用状況及

び業務の詳細を的確に把握・分析した上で、ＢＰＲの徹底により、制度・体制・手

法を含めた「あるべき業務プロセス」へ再構築することで、情報のデータ化や業務

のデジタル化・標準化を円滑に推進し、実効性のあるＤＸにつなげていくことが求

められている。 

一方で、職員の多くは、業務課題の抽出から要件定義、アプリケーションの設計・

開発、実装に至るまでの一連のプロセスなど、業務効率化に向けたＢＰＲの基礎的

な知識を十分に有していないのが実情である。 

このため、本業務では、デジタルツールの活用も含めたＢＰＲの支援体制を拡充

するとともに、専門的知見に基づく具体的な助言や技術的支援を導入し、各所属に

おける効果的な業務課題の解決につなげることを目的として実施する。 

本業務を通じて全庁的な業務効率化を推進し、令和８年度末までに年間 4,200 時

間の業務時間削減を目標値として、創出された時間を政策立案などの業務に充てる

ことで、職員の働き方改革を推進するとともに県民サービスの質の向上を図る。 
 

※ＢＰＲ（Business Process Reengineering）： 

業務改革。業務の効率化や生産性の向上を図るため、業務の流れや仕組みを

全面的に見直し再構築すること。 

 

 ３ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月 31日まで 

 

４ 履行場所 

愛媛県庁（愛媛県松山市一番町四丁目４番地２） 

※一部研修やＢＰＲヘルプデスク業務においては、下記出先機関も含む。 

東予地方局（愛媛県西条市喜田川 796－１） 

中予地方局（愛媛県松山市北持田町 132番地） 

南予地方局（愛媛県宇和島市天神町７－１） 
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５ 対象 

本県職員（※警察職員、県立病院医療職員及び公立学校職員は対象外） 

約 4,800名 

 

６ 現状と課題 

本県の現状及び課題は下記のとおりであり、本業務においては、(2)に掲げる課題

の解決を目指している。 

(１)現状 

【令和６年度】 

①セミナー・研修会の開催 

管理職対象の業務改革セミナー及び一般職員対象の業務改革研修会を実

施。業務改革研修会では、参加職員が自身の業務を可視化し、ECRS の考え

方をもとに改善提案を作成し、各職場で提案・実行。 

②kintone・Excel 操作研修の開催 

kintone研修では、基本操作とプラグインの設定演習を実施。Excel 研修

では、初級～上級の３つ階層分けし、初級では関数、中級ではピポットテ

ーブルの活用とダッシュボード作成、上級ではマクロの設定演習を実施。 

 ③ＢＰＲヘルプデスクの設置 

業務可視化・業務フロー検討・デジタルツール選定などの相談対応や、

アプリ作成に係る技術的支援を行うヘルプデスクを設置。 

各所属からの相談に対して、週１回、県庁内で対面対応するほか、チャ

ット及び Web会議にて相談対応を実施。 

  【令和７年度】 

   ①ＢＰＲ研修の開催 

     管理職・一般職員を対象に業務改革研修を実施。一般職員向けの業務改革

研修では、マインドセット構築から業務改善書作成まで、４回にわたる継続

的な研修を通じて、参加職員による自身の業務の可視化を行い、業務プロセ

スの整理・分析に取り組んだ。最終的には成果報告会を開催し、ECRS の考え

方に基づいて検討した改善提案について上長への説明を行った。 

   ②kintone・Excel 操作研修の開催 

ハンズオン形式による操作研修を実施。kintone 研修では、基本操作とプ

ラグインの設定演習を行い、Excel 研修では、ピポットテーブルの活用とダ

ッシュボード作成、生成ＡＩを活用したマクロの設定に取り組んだ。 

   ③ＢＰＲヘルプデスクの設置 

     業務可視化や業務フローの検討、デジタルツールの選定などにかかる相談

対応のほか、アプリ作成に係る技術的支援などを行うヘルプデスクを設置。

各所属からの相談に対して、月曜～金曜（祝日を除く。）はチャット及び Web

会議にて随時相談対応を行ったほか、週１回、県庁内で対面対応。 
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※ECRS（Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify）： 

業務改善を実施する上での、順番と視点を示したもの。Eliminate は「不要なも 

のを排除する」、Combineは「類似する業務を統合する」、Rearrangeは「作業工程を

再配置する」、Simplify は「業務を簡素化する」を意味する。 

 

(２)課題 

・各所属職員のＢＰＲ及びデジタルツールに関する知識やスキルの習得 

・管理職の業務改革に対する意識の醸成 

・庁内で創出された優良改善事例の周知及び庁内展開 

・組織的な業務改革の推進 

 ・kintoneを活用した業務改善に関する相談件数増加への対応、アプリ作成の技

術的支援 

  ・ＢＰＲの取組における生成ＡＩの活用 

 

７ 活用可能なデジタルツール 

・Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint、Access等） 

・kintone 

・ビジネスチャットツール（LoGoチャット） 

・電子申請システム（LoGoフォーム） 

・RPA（AutomationAnywhere） 

・AI-OCR 

・えひめ電子申請システム 

・ＡＩ総合案内システム（県ホームページ） 

・ＡＩ議事録作成支援システム 

・生成ＡＩ（exaBase） 等 

 

８ 本業務の内容 

 本業務は、既存のシステムや業務プロセスでは補えない隙間業務や職員の判断

を要しない定型業務について、業務プロセスの見直しやデジタルツールの活用に

より業務効率化を図ることを目的に、業務可視化による現状把握や施策検討、デ

ジタルツール導入に係る具体的な助言、技術的支援等を行い、職員が自ら業務改

善に取り組むことができるよう支援するものである。また、ＢＰＲの手法やデジ

タルツールの活用方法について学ぶ研修を通じて、ＢＰＲの核となる人材のスキ

ルアップを支援するとともに、相談窓口（ＢＰＲヘルプデスク）の設置による研修後

のフォローアップ・伴走支援によりＢＰＲを各職場に浸透させていく。 

 なお、「７.活用可能なデジタルツール」等、本県が提供できるライセンスのみ

では対応できない場合などにおける新たな有償システムの構築等は、本委託業務
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の対象外とする。（独自提案として委託業務に含めて実施することを妨げるもので

はない。） 

 

（１）ＢＰＲヘルプデスク業務【想定件数：65件】 

業務改善支援に係る相談受付を、原則オンライン（kintoneによる問い合わせフ

ォーム）で行うこと。受け付けた相談についてヒアリングを実施し、業務の可視

化・課題の把握を行うこと。相談の内容に応じて、下記①②に振り分け、それぞ

れに対応すること。 

また、ＢＰＲに資するヒアリング及び業務プロセスの可視化等の実施において

は、生成ＡＩの積極的な活用を通じて、アウトプットの精度向上及びプロセス改

善に努めるとともに、得られたノウハウや具体的活用手法は、職員に展開・共有

し、技術定着を図ること。 

月曜～金曜（祝日を除く。）は、チャット及び Web会議で相談対応を随時実施す

るほか、対面によるヒアリングやアプリ作成・更新のための技術的支援等に対応

するため、毎週１日（６時間以上）、県本庁舎（松山市一番町四丁目４番地２）、東

予地方局（西条市喜田川 796－１）、中予地方局（松山市北持田町 132番地）又は

南予地方局（宇和島市天神町７－１）のいずれかの場所で業務を行うこと。 
 

※愛媛県が職員向けに開催するデジタルツール体験会と連携し、体験会参加者

をＢＰＲヘルプデスクの相談者として確保するよう努めること。 

 

① デジタルツールの活用支援 

 kintone 等のデジタルツールを活用した業務改善について、解決方法の提示

やアプリ作成のための技術的支援、簡易なアプリケーションの作成のほか、必

要な場合は、簡易マニュアルの作成を各職員の習熟度に合わせて行うこと。（１

件当たり概ね１人日の対応が必要なものを想定）また、Excel 等のツールによ

るアプリ等の更新や修正の相談案件等について、修正作業や改修を行い、必要

に応じて簡易マニュアルの作成を、各職員の習熟度に合わせて行うこと。 

作成した成果品のなかで転用可能なものについては、テンプレートとして簡

易マニュアルとともに公開すること。 

② ＢＰＲ実現のためのアプリケーション作成 

相談を受けた事案のうち、①では対応が困難な時間を要するものについては、

要件定義に向けたヒアリングを行い、ＢＰＲを提案した上で、kintone 等を用

いたアプリケーションの作成や簡易マニュアルの作成など、適切に対応するこ

と（１件当たり概ね２人日の対応が必要なものを想定）。 

 作成した成果品のなかで、転用可能なものについては、テンプレートとして

簡易マニュアルとともに公開すること。なお、難易度が最も高い案件でも「７.

活用可能なデジタルツール」で実施できる範囲内のものとする。 
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  ③月次報告の実施 

  支援内容及び実施件数等について、月次報告を行うこと。月次報告の時点は

月末とし、翌月 10 日までに提出すること。 

 

（２）研修業務 

①～④の各種研修について、内容及び実施方法を本県と協議の上、実施するこ

と。 

①管理職向けＢＰＲ研修の開催 

    管理職が率先して所属内のＢＰＲに取り組むとともに、所属職員のＢＰＲの

取組を積極的にフォローする意識を醸成するため、管理職を対象に、ＢＰＲの

意義や効果、令和７年度ＢＰＲ推進事業の成果・取組事例等を説明するセミナ

ーを開催すること。 

   （ＢＰＲプロセスへの生成ＡＩの具体的な活用方法を紹介すること。） 
 

実施回数 時間／１回 想定人数／１回 実施方法 

３回 ２時間程度 50名程度 集合 

（後日庁内動画配信） 

 

  ②一般職員向けＢＰＲ研修の開催 

    業務改革の検討から導入検証まで、全４回の研修を通して学習・実施する研

修を開催。講義やグループワーク形式で進行し、最終的には各グループで事業

化の提案を行うこと。 

   （ＢＰＲプロセスへの生成ＡＩの具体的な活用方法を紹介した上で、当該方法

を操作体験させる。） 

（第１回）ＢＰＲマインドセット 

  ＢＰＲ、ＤＸを進めるための意識醸成を行う。 

  ＢＰＲの必要性、事例紹介、検討手法、デジタルツール紹介等 

   （第２回）課題の可視化 

     業務フローを可視化し、課題点を探る。 

   （第３回）ＢＰＲの実施 

     業務改善手法を学ぶ（ECRS）。デジタルツール適用を検討 

   （第４回）事業化検討 

     仕様検討、効果・コスト算出等の業務改善書の作成方法を学ぶ。 
 

実施回数 時間／１回 想定人数 実施方法 

全４回 半日程度 36名程度 

（6名×6グループ） 

集合 

（後日庁内動画配信） 
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③Excel操作研修（中・上級）の開催 

職員が、Excel の実務活用スキルを身につけ業務効率化に取り組むことを目

的に、現場で頻繁に使われる作業効率をアップ機能やポイントに焦点を当てる

ほか、生成ＡＩによる数式やマクロの提案・作成機能を活用した研修を開催す

ること。（想定：電子申請データを使用した、作業自動化のためのマクロ作成等） 
 

実施回数 時間／１回 想定人数／１回 実施方法 

２回 １日程度 20名程度 集合 

（後日庁内動画配信） 

   

  ④kintone（プラグイン）操作研修の開催 

    本県における kintone の更なる展開に当たり必要となる、プラグインの機能

を学習・操作体験する研修を開催すること。 
 

   【対象となるプラグイン】 

    ・FormBridge   ・kViewer    ・gusukuCustomine 
    ・krewData    ・krewSheet    
 

実施回数 時間／１回 想定人数／１回 実施方法 

２回 半日 15名程度 集合 

（後日庁内動画配信） 

 

（３）庁内報告会 

  一般職員向けＢＰＲ研修における各グループの取組成果の報告や、ヘルプデス

クでの改善事例を紹介する全庁向け報告会を実施すること。また、次年度以降の

さらなる拡大に向け、研修参加部署以外の職員に対してＢＰＲの理解を促すよう

に留意すること。 

 

実施回数 時間／１回 想定人数／１回 実施方法 

１回 半日 100名程度 集合及びオンライン 

（後日庁内動画配信） 

 

９ スケジュール 

本業務についての想定スケジュールは次のとおり。 
 

時期 研修 ＢＰＲヘルプデスク 

令和８年５月 契約締結、事業計画書の提出 準備でき次第開設 

令和８年６月 ・管理職向けＢＰＲ研修 ・月次報告 

令和８年７月 ・一般職員向けＢＰＲ研修 ・月次報告 
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時期 研修 ＢＰＲヘルプデスク 

・kintone（プラグイン）操作研修 

令和８年８月 ・一般職員向けＢＰＲ研修 

・kintone（プラグイン）操作研修 
・月次報告 

令和８年９月 ・一般職員向けＢＰＲ研修 

・Excel操作研修（中・上級） 
・月次報告 

令和８年 10月 ・一般職員向けＢＰＲ研修 

・Excel操作研修（中・上級） 
・月次報告 

令和８年 11月  ・月次報告 

令和８年 12月  ・月次報告 

令和９年１月  ・月次報告 

令和９年２月 ・庁内報告会 ・月次報告 

令和９年３月 実績報告書の作成・提出 

 

10 特記事項 

（１）本業務は日本語対応とする。 

（２）月に１回、本事業に関する定例会を実施すること。 

（３）本業務は、業務の性質上、ＢＰＲなど業務プロセス改革に係る知識・経験だけ

でなく、kintone 等のデジタルツールに関する知識、マクロ・ＶＢＡなどの専門

的な知識を要するため留意すること。 

（４）支援内容により、他委託業者や「7．活用可能なデジタルツール」の本県各担当

者との連携が発生するため留意すること。 

（５）本業務は愛媛県情報セキュリティポリシーに準拠した上で、検討提案を行うこ

ととする。 

（６）本県との連絡には、愛媛県が用意するビジネスチャットツールを使用すること。

アカウントは、本県より付与する。受託事業者で、他のビジネスチャットツール

（Slack等）等を用意する場合は、事前に本県と協議し承認を得ること。 

（７）研修毎に参加者アンケートを実施し、回答を集計・分析し、報告すること。 

（８）アンケートやヘルプデスク相談受付には、愛媛県が用意する電子申請システム

を利用して業務を行うこと。利用に当たっては、愛媛県からの委託業務の目的の

範囲内のみで利用し、システム利用に当たって取得できた情報（画面イメージ、

機能等）を自社の他業務に利用したり、第三者（グループ会社及び関連会社含む）

に開示、漏えいしたりしてはならない。受託事業者で、他のツールを用意する場

合は、事前に本県と協議し承認を得ること。 

  

11 実績の取りまとめ 

 本委託業務の成果と課題、次年度実施に向けた提言を含めた結果等を取りまと
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め、実績報告書として年度末３月の第３金曜日までに提出すること。報告事項に

は次の事項を含めること。 

・実施内容（研修実施内容、参加人数、ヘルプデスク対応件数、対応状況） 

・実施スケジュール 

・定量的な成果（改善実施件数、業務時間の削減効果（前・後の作業時間）） 

・定性的な成果（研修参加者・相談者の感想をアンケート等によりまとめる） 

・改善事例の内容（現状と課題、改善前後の業務フロー、改善案、削減効果） 

・課題 

・次年度に向けた提言 

 

12 実施計画書の提出 

（１）本委託業務の受託者は、本委託業務の履行に当たり、予め実施体制及びスケジ

ュールなどを記載した実施計画書を提出し、本県の承諾を得た上で、実施計画書

に基づきスケジュール管理を行うこと。なお、スケジュールを作成する際は、終

了予定日、「13.納品物件」に記載する納品物件の納入時期を記載すること。 

（２）本委託業務に従事する者のうちから、本県との情報共有、事業全体の進捗・課

題管理を行うプロジェクトリーダー1 名を選任し、従事する者について適切に役

割分担を行うとともに、ＢＰＲ研修・各種ツール操作研修・ＢＰＲヘルプデスク

の各事業の進捗管理を行う業務リーダーを各 1名選任し、繁忙期への対応等に支

障のない体制をとること。 

（３）WBS（Work Breakdown Structure）等を用い、必要なタスクや成果物を明確にす

ること。進捗の管理に必要なツールは受託者が選択し、県と進捗状況を共有でき

る状態とすること。ツールの利用に必要な費用は受託者が負担すること。 

 

13 納品物件 

以下の成果物について、CD-R 等に格納した電子媒体１部を県に提出すること。 

時期 成果物 

契約締結後 ・実施計画書 

随時 ・研修資料、研修動画 

・各研修で使用するアプリ 

・報告会資料、報告会動画 

・ヘルプデスク月次報告資料（相談対応記録及び FAQ資料、

アプリケーション・簡易マニュアル等成果品一式） 

・研修参加者アンケート集計結果 

年度末 ・実績報告書 

その他、愛媛県の指示により作成した資料 

 

14 その他注意事項 
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（１）本委託業務の履行に当たっては、特定の企業や団体のみを利するものとならな

いよう配慮するものとする。また、受託者は、受講者等から一切の費用を受領す

ることはできない。 

（２）本委託業務の履行に当たって、取り上げる製品やサービスは特定の一社に偏る

ことがないように配慮するものとし、コンテンツ中に製品の販売など、営業行為

を行ってはならない。 

（３）個人情報の適切な管理のため、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

（４）本委託業務について、仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然必

要な事項については、受託事業者が責任を持って対応すること。 

（５）受託事業者は、何人に対しても受託期間中又は受託期間終了後を問わず、業務

上知り得た本県業務の一切を漏らしてはならない。 

（６）受託事業者は、本県から提供された資料等を厳重に取り扱うものとし、本委託

業務の目的以外のために利用（複写及び加工を含む。）し、又は第三者に提供して

はならない。 

（７）受託事業者は、本委託業務終了後、速やかに本県から提供された資料等を変換

し、データは削除すること。 

（８）本委託業務のスケジュールについては、事前に本県の承認を得ること。 

（９）打ち合わせの内容については、議事録を作成し提出すること。 

（10）本仕様書に記載されている全ての作業について、いかなるケースにおいても本

県に対して、別途費用を請求することはできない。ただし、本県が要求仕様を変

更することにより追加費用が発生する場合は、別途協議を行うこと。 

（11）本委託業務においては、「個人情報の保護に関する法律」、「愛媛県情報セキュリ

ティポリシー」のほか、関係法令等を遵守すること。 

 

15 再委託 

本委託業務の実施に当たり、再委託が必要となる場合は、再委託先ごとの業務

内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告し、

本県の承認を得ること。 

 

16 その他 

この仕様書で定められていない事項については、委託者である本県と協議の上、

決定すること。  
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（別記） 

 
個人情報取扱特記事項 

 
 （基本的事項） 
第１ 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たって
は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理を行わなけ
ればならない。 

 
 （秘密の保持） 
第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏ら
してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職
後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個
人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）の規定に基づき処罰される場
合があることその他個人情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなけれ
ばならない。 

 
 （保有の制限） 
第３ 乙は、この契約による業務を行うために保有する個人情報は、業務を達成する
ために必要な最小限のものにしなければならない。 

 
 （安全管理措置） 
第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損
（以下「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な

措置を講じなければならない。 
２ 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しな
ければならない。 

３ 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなけれ
ばならない。 

４ 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人
情報の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しな
ければならない。 

 
 （利用及び提供の制限） 
第５ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り
得た個人情報の内容を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 
第６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録
された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 
 （再委託の禁止等） 
第７ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託（以下「再委託」



 

11 

 

という。）してはならない。 

２ 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再
委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り
扱う個人情報の内容、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再
委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面によ
り再委託する旨を甲に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、
甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するととも
に、甲の求めに応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。 

５ 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）
第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

 
 （派遣労働者利用時の措置） 

第８ 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対し
て、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも
のとする。 

 
 （資料等の返還等） 
第９ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録
された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指
示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した個人情
報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するもの
とする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 
 （個人情報の運搬） 
第 10 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報
が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい等を防止するため、乙の
責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

 
（実地検査） 

第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、実施体
制及び管理の状況等について、随時実地に検査することができる。 

 
（指示及び報告等） 

第 12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確
保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の

提出を求めることができる。 
 
 （事故時の対応） 
第 13 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じ
たおそれがあることを知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、
直ちに甲に対して、当該事態に関わる個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び
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発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

 
（損害賠償） 

第 14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個
人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ
ればならない。再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に
損害を与えたときも同様とする。 

 
（契約の解除） 

第 15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契
約の全部又は一部を解除することができる。 
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（参考）個人情報の保護に関する法律 

（安全管理措置） 
第 66 条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他
の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな
い。 

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合にお
ける個人情報の取扱いについて準用する。 

 (１)  行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた
業務 

 (２) 指定管理者（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に
規定する指定管理者をいう。） 公の施設（同法第 244条第１項に規定する公
の施設をいう。）の管理の業務 

 (３) 第 58 条第１項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定
めるもの 

 (４) 第 58 条第２項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づ
き行う業務であって政令で定めるもの 

 (５) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託（二以上の段階にわ
たる委託を含む。）を受けた者 当該委託を受けた業務 

（従事者の義務） 
第 67 条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった
者、前条第２項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又
は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（労働者派
遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法
律第 88 号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第 176
条において同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り
得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな

らない。 
 
   第８章 罰則 
第 176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第 66条第２項各号に定め
る業務若しくは第 73 条第５項若しくは第 121条第３項の委託を受けた業務に従
事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名
加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従
事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記
録された第 60 条第２項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複
製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は 100
万円以下の罰金に処する。 

第 180 条 第 176 条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を
自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１

年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

 
（注）１ 甲は、愛媛県（実施機関）、乙は受託者をいう。 
   ２ 「損害賠償」及び「契約の解除」に関する事項は、通常、契約書本文に記

載されるものであるため、契約書本文に当該条項がある場合は、特記事項か
ら削除するものとする。 
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   ３ 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は

省略して差し支えないものとする。 
   ４ 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合には、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成
25 年法律第 27 号）を遵守するほか、国の個人情報保護委員会が策定したガ
イドライン、特定個人情報等の安全管理に関する基本方針に基づき、必要な
事項を追加するものとする。 

 

 


